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1序 一形 成期 国有 林 の産物 処 分方針

わが国の国有林展開過程において,政 策の基調 としてつねに追求 されてきたのはつぎの2つ の点,

すなわち(1)国有林自体の経営体制の確立,(2)国 有林経営と地元経済との調和,と い うことであつた。

まず,近 代国家において国有林のもっとも重要な機能は木材需給調節機能一 社会にとつて必要な

ときに必要なだけの木材を市場へ供給する役割一 であろ う。 しか しかかる機能が十分に発揮 される

ためには,国 有林の側にそれを可能ならしめるだけの生産基盤が具わっていなけれぽならない。その

ために国有林は,明 治後期以降における日本資本主義の急テンポの発達=木 材市場の拡張に対応 して,

生産力の拡大をみこして経営体制の整備強化に大きな努力を傾けてきた。明治32年 に始 まる国有林野

特別経営事業はその集約されたすがたといえよう。

ところで国有林経営体制確立のためには,ま ず前提として,生 産物たる木材がただちに商品化 しう

るような安定的な市場が成立 している必要がある。ゆえに成立期国有林の最大の課題は,か かる流通

市場の確保e市 場開発とい うことであった。 この間の事情をさらにふえんするならぽ,つ ぎのとお り

であろ う。第一に,い うまでもなく徳川時代から明治初期にかけてわが国の木材流通市場は,東 京 ・

大阪そのほか少数の消費都市 と生産地 との間の遠隔地市場取引の色彩が濃 く,か かる市場構造に応 じ

て流通業者中心の市場秩序が構成 されていた。そして周知のごとくこれ ら流通業者の投機的な行動が,

その後 も統一的かつ能率的な近代的流通市場の形成を阻害する要因をなしてきたのである。経営体制

の整備にの りだした国有林は,と うぜんかかる前近代的な流通秩序と対決せねぽならなかった。

第二に,国 有林蓄積の大部分が天然林材であることに注意せねぽならない。ゆえにその生産材は,
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樹種 ・径級 ・品質の点で里山から伐出される民有林材 とはかな りの相異がみられる。そして徳川時代

にはこれら藩有林の木材は,需 要の狭小さと交通の制限などのために,一 部の例(た とえば土佐藩有

林材の大阪への出荷)を のぞいて東京 ・大阪など大市場へ出荷されることが少な く,販 路はがいして

乏 しかった と思われる。藩有林を継承した国有林にとっては,そ の生産地の木材資源に対 して,そ れ

ぞれの樹種 ・銘柄に応じた販路を発見拡張することがとりわけ必要だったのである。

明治 ・大正の国有林経営史を通 じて,か かる見地に基づいて市揚開発が試みられた具体的事例はき

わめて多い。しかしもちろん林産物商品化の段階に応じて,具 体的施策は種々の形態をとってあらわ

れる。たとえばつぎのごとくである。

(a)市 場開発政策の初期段階には,お もに大規模商業資本(政 商)に 対する立木の大口払下げを行な

い,彼 等の力をか りて国内 ・国外へ販路を拡張することが試みられた。明治初期の豪商大倉喜八

郎と久次米庄三郎に対する秋田官林スギ材および天城山官林モ ミ・ツガ材の立木年期特売は,そ

の著例 といえよ う。 この年期払下げは明治20年 から開始 されたが,や がて大倉が天城,久 次米が

秋田の利権を継承する。そして天城宮林の払下げは大正9年 まで継続 し,そ の材はおもに茶箱 と

してインド方面へ輸出された。一方秋田スギ材については,明 治20年 の不況によって久次米が倒

産 したあとを,大 倉組の社員井坂直幹がひきつぎ,能 代挽材合資会社(秋 田木材KKの 前身)を

設立して4分 板専門に製材事業を開始 した。明治末期にははや くも,秋 田スギ板は深川市場にお

いて主導的地位を獲得するのである。さらに北(の)海道では,明 治後期か ら柘殖事業の一環 として土

地 ・立木の大規模な払一Fげを行なつたが,そ の伐出材は,ナ ラ材を中心に三井物産などの手で加

工輸出の途が開かれ,道 材の販路確立の重要な契機 となった。

(b)も っともかかる明治前期の立木処分は,十 分に長期的な視野に立つ経営計画に基づ くものとはい

えなかった。 しかし明治30年 代になると特別経営事業の進行に ともな って,各 地の国有林におい

て,直 営生産を主体に,施 業案に基づ く積極的な計画伐採が推進されることとなる。そして周知

のごとく明治末期には,こ れら各種の国有林材の販路開発を図るために,青 森 ・秋田 ・熊本大林

区署管内などに大規模 な官営製材工場が設立 されたのである。 もっとも官営製材は,民 業圧迫の

理由から,大 正3～4年 以降あいついで廃止 され,そ の後国有林材の販売は素材処分が中心にな

る。したが って以後,産 出材のいっそ うの販路拡大のためにはやは り,各 地の国有林がそれぞれ

大都市の木材問屋や地元の有力な加工販売業者(そ の中には大都市の木材商自身の経営によるも

の も少な くない)と 強 く結びつかねばならなかった。そのために国有林野法による林産物特売制

度が大幅に利用 されるのである。たとえば秋田では,秋 田木材に対する特売は対象を立木から素

材に移行 しながらも長 く継続 されたし,青 森では大正6年 から,地 元の数工場に対して製材原料

ヒバ材の特売を開始 した。さらに高(の)知でも明治末期から,阪 神地方の問屋を中心に少数の木材商

を指定業者に指名 してモ ミ・ツガ材の特売や指名入札処分を行ない,大 正中期には,阪 神へ入荷

する高知国有林材の大部分が,指 定を受けた2～3の 阪神業者の手に掌握されたといわれる(の)。

(c)以 上の立木処分 ・素材処分はいずれ も国有林地元での販売であるが,こ れに対してよ り積極的な

販路拡張 のためには,国 有林 自身が産出材を消費市場まで輸送販売する方法が考えられる。 もっ

とも明治 ・大正期には,こ の方法はいまだ制度化されていなかった。昭和に入 つて広葉樹材の利

用開発が 日程にのぼ り,ふ たたび国有林内の各地で直営の簡易製材が開始 されるよ うになって,

1)く わしくは大日本山林会「明治林業逸史」(1931)Y.558～560,P.576～581,宮 原省久「木材工業史話」(1950)

P.107～117な どを参照。
2)林 野庁調査課 「随意契約による国有林野産物売払の実態調査報告書一 製材原料としての ヒバ特売に関す

る」(1959)参 照。
3)林 野庁調査課 「高知営林局における国有林野産物販売と地元経済の展開」(196G)参 照。
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その販路を確保する必要から,昭 和10年 ようや く東京 ・大阪に国有林産物販売所が設置されたの。

であるしかしほどなく戦時統制経済に移行したため,林 産物販売所はかならずしも十分な機能を

発揮できずに終ったようである。

以上のように国有林材の市場開発は,こ れまで林業の生産政策を推進する上にきわめて重要な契機

であったが,ひ るがえって現在の林業近代化 ・生産力拡大政策の局面においても,な おその前提 とし

て国有林材の販路拡張に,多 くの政策的努力が要求されているのである。

つぎに国有林の地元経済に対する社会政策的役割についてふれておこう。国有林にかかる役割が賦

課されていることは,も ちろんわが国だけの現象ではない。ただおが国の場合,周 知のごとく農山村

はっねに潜在失業状態にある余剰労働力の貯溜源であ り,住 民の生活水準,と りわけ山村住民のそれ

は都市に比べて著 しく低位にあった。これら山村の零細農民に最低限の生活を維持せしめ,社 会秩序

を安定 させる意味からも,国 有林が林野の大半を占めるよ うな山村地域では,あ る程度農家の自家用

材 ・薪炭材や地元産業の原料資材の払下げを行なわねばならなかった。さらにかかる地元への産物払

下げは,,多 くの揚合,明 治初年の土地官民有区分によって入会権を奪われた農民の不満に対する緩和

策,と い う意味をも有 していた。 したが って官民有区分のさいに矛盾が大 きかつた地帯ほ ど,ま た農

業の生産力が低 く入会採草 ・採薪への依存度の強かった地帯ほど,さ らに農民側の抵抗が強かった地

帯ほど,国 有林の立木 ・素材の払下げが地元の慣行的権利 として固着する傾向が強い。 しかしそのか

ぎりにおいて,国 有林の側からみると,こ の種の慣行は 「必要悪」の範囲を出るものではなかった。

とはいえ農山村に対する貨幣経済の滲透,と りわけ農業における金肥使用の普及につれて,国 有林

産物に対する山村住民の要求の内容にも次第に変化が生 じてくる。払下げはとうぜんに自家用中心か

ら稼用中心に移行する。そして稼用素材は,が いして山村民の手内職による木工品の製作などにあて

られてきたのであるが,機 械の導入によって家内工業ないし小規模工揚による加工が一般化すると,

払下げ も個 々の農民対象から工場対象に変化して くる。 この段階になると,も はや地元払下げは国有

林にとっても単なる必要悪ではな く,と きには地元工場の加工販売活動が国有林材の市場開発の一翼

を担当することにもなる。 したがって現在では,国 有林材の地元への払下げにも,地 元経済維持 と市

場開発 との両面の意義が存する場合がむ しろ多いのであるO

ともあれ以上のよ うな理由から,国 有林材販売政策の推移を市揚開発機能 と地元経済維持機能の視

点に立 って整理することを試みた実証的研究が,最 近い くつか現われている。本稿 もまた,木 曾 ヒノ

キおよびサワラ材に対する御料林の販売政策の推移をあとづけ,こ の分野の研究に一つの素材を提供

する意図を有するものである。

そこではじめに,販 売政策展開のための基礎条件が,木 曾御料林 と他地方の国有林 との間にいかな

る異同があったか,簡 単にふれておきたい。

(i)い うまでもなく木曾は,明 治22年 から昭和22年 まで,御 料林 として宮内省の管轄に属した。ゆ

えにその管理経営方法を定める法令規則類 も,農 林省管下の一般国有林の場合とは体系を異にす

る。また経営目標として も,公 共性追求の程度に差が存することは とうぜんである。しかし現実

に,御 料林が創設以来,地 元経済との調節を図りながら経営体制の整備確立に主たる努力を傾け

てきた とい う点では,国 有林の場合 と同一方向を指向 してきたといえよ う。その意味でわれわれ

は,近 代林業史上における御料林経営の役割を,国 有林経営とほぼ等置してさしつかえあるまい。

(ii)明 治維新前,木 曾は名古屋藩領に属 し,つ とに用材の伐出体制が ととのっていた。当時から伐

出材は川狩によつて熟田の白鳥貯木場へ輸送 し,藩 用材以外は名古屋の材木業者に売払われた。

かかる輸送{坂売体制が明治以後にもひきつがれ,木 曾材の販売には帝室林野局熟田出張所および

明治末期に開設 された豊住(東 京)・ 大阪両出張所での処分が原則とせられた。これは山元ない
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し地 元 集 散 地 で の処 分 を 原 則 とす る国 有林 と相 異 す る点 で あ る。

(iii)こ の こ と と関 連 す るが,木 曾 ヒ ノキ材 は 早 くか ら名 古屋 を 中心 に あ る程 度 まで 販 路 が 拓 か れ て

お り,市 場 開 発 の見 地 か らは,出 発点 に お い て比 較 的有 利 な地 歩 を 占 め て い た とい え る。 この 事

情 は秋 田ス ギの揚 合 とや や似 てい る。 しか し ヒノキ に つ ぐ主要 樹 種 た る サ ワ ラは,販 路 が ぎわ め

て狭 く,御 料 林 自身 が販 売面 で処 女地 を き りひ らか ね ぽ な らな か った。 この事 情 は む しろ 青森 ヒ

バ の場 合 な ど と同 様 で あ る。

(iv)木 曾 で は 森 林 資 源 の ほ とん どが 御 料 林 に属 し,住 民 の生 活 は御 料 林 内か らの 用 材 ・薪 炭 の採 取

に 依拠 す る面 が と くに大 きい 。 した が って 明 治初 年 の 官有 地 編 入 に 伴 な う入 会 の停 止 は,住 民 の

側 には げ しい 不 満 と抵 抗 を ま きお こ した 。 こ うして 明治 末期 以 来,そ の緩 和 策 と して地 元民 に 対

す る御 料 林 材 の慣 行 特 売 の制 度 が で きあ が る。慣 行 特 売 制 度 が他 の 国有 林 地 帯 に くらべ て と くに

早 期 に 確立 し,特 売 の 主体 を な して きた こ とは,木 曾 御 料 林 の著 しい特 色 であ ろ う。

Q木 曾 国 有 林 に お け る木 材 生 産 処 分 の 現 況(わ)

木 曾 谷 の 国有 林(長 野 営林 局 木曾 谷 経 営計 画 区所 管 区域)は,面 積10.0万 町,蓄 積89.2百 万 石 を擁

す る。 これ に 対 し て地 区 内 の民 有 林 は,面 積4。8万 町,蓄 積7.7百 万 石 で あ る か ら,全 林 野 面 積 の67%

蓄 積 の92%が 国 有 林 に 属 す る。 また民 有 林 と国 有 林 とは林 種 ・樹 種 の点 で も著 しい 差 が み られ る。 ま

ず 薪 炭林 は,民 有 林 面 積 の65%を 占 め るが,国 有 林 で はせ いぜ い1～2%に す ぎ ない 。 また樹 種 別 の

蓄 積 比 率 を比 較 す る と,民 有林 で は 全 蓄積 の58%が 針 葉 樹 で,う ち ヒノキ19%・ ア カマ ツ18%・ ス ギ

10%が お もな もの であ る。 これ に対 して国 有 林 で は,針 葉 樹 が87%に 達 し,そ の うち ヒノキ37%(天

然 林31%・ 人 工林6%)・ サ ワ ラ17%・ モ ミお よ び ツガ17%が 主 体 を 占 め る。 この よ うに天 然生 ヒ ノ

キ(い わ ゆ る木 曾 ヒノキ)・ サ ワ ラの蓄 積 は 国 有 林 に限 定 され,し か もそ の 主要 部 分 を構 成 し て い る

が,こ の 両樹 種 は 全 国 的 に み て も木 曾 谷 の特 産 材 で,木 曾 国 有林 の独 占 的供 給 の も とに おか れ てい る

の で あ る。

つ ぎに この 両樹 種 を 中心 に,近 年 に お け る 木 曾 材 生産 流 通 の概 況 をみ て お き たい 。 昭 和32年 度 の数

字 を あ げ る と,木 曾 谷 で の 素 材 伐 出量 は約1C8万 石,そ の うち民 有 林 材23万 石 ・国 有 林 材 約85万 石(立

木 石 で114万 石)で あ る。 国 有林 材 の うち木 曾 ヒ ノキ(人 工林 材 を 含 まず)は31/〉 サ ワ ラは21%を

占め る。 っ ぎに 国 有林 材 を 処命 方 法 別 にみ る と,用 材 全 体 として は立 木 処分14%,直 営 生産95(ほ

か に 局 署 内使 用1%)で あ るが,そ の 中 で も木 曾 ヒ ノキ ・サ ワ ラは直 営生 産 の 割合 が高 く,そ れ ぞれ

92%,88%に 達 す る。 こ うして木 曾 谷 で の国 有 林 直 営生 産 材 の数 量 は,昭 和33年 度 に お い て木 曾 ヒ ノ

キ23.9万 石,サ ワ ラ14.7万 石 とな って い る(昭 和32年 度0)産 地 処 分 の 内訳 不詳 につ き昭 和33年 度 の数

字 を掲 げ る)。

生 産 され た 木 曾 ヒノキ ・サ ワ ラの素 材 は,第1表 に示 す ご と く,一 部 は 名 古 屋 ・東 京 ・大 阪 の 営林

局 署 へ 輸送 転 換 し,こ れ ら 消費 都 市 で 処分 され,残 りは木 曾 谷 地 元 で処 分 され る。 もっ とも公売 に よ

る地 元 処 分 材 は,大 部分 が,消 費地 の 業者 の 出 買 い また は 地 元 木 材業 者 の 転 売 とい うか た ち で,素 材

の ま ま他 地方 へ 出 荷 され る。 これ に対 して随 意 契約(特 売)に よ る処 分 材 は,地 元 の製 材木 工 業 に資

材 を 確 保 させ る 目的 を も って払 下 げ られ る もの で,そ の数 量 は 戦後 と くに著 増 した 。 サ ワラの 場 合 に

は,素 材生 産 量 の うちか か る特 売 に よ る地 元 処 分 材 の ウエ イ トが と くに大 きい。

1)以 下の論述 は主 と して,長 野営林局および木 曽谷各営林署1こおいて蒐集 した 資料に もとつ くものであ る。 各

種 の援助をいただいた林野庁調査課・長野営林 局はじめ 関係機関の各位,お よび調査 協力者の 三好正喜 ・金谷

嘉郎 ・山 田達夫 ・村 島由直 。赤星 光路 ・深尾清造 ・竹井春藤 ・小西伸武 の諸氏に負 うところが少な くない。



さて木曾谷には,現 在68(2900馬 力)の 製材工揚 と315

の木工業者(木 曾木工業協同組合の組合員数,そ のほか家

繋犠 究震雛 癬 姦隅 簾補娼慕
材なかんつく特売材に負 うところがきわめて大きい。国有

林はこれら工場への毎年の特売量を,各 工場の経営実績を

基礎として算出している。昭和33年 においては製材用とし

て木曾 ヒノキ54.9千 石 ・サ ワラ77.7千 石,木 工用 として木

曾 ヒノキ8.8千 石 ・サワラ43.2干 石が特売に向けられた。

一方製材木工業者の側から,国 有林特売材に対する原料依

存度を,野 尻営林署管下の9製 材工場 ・32木工工場を対象

とする昭和33年 度の調査例によって示すと,第2表 のとお

りである。製材工場の揚合,資 材の大部分が木曾 ヒノキと

サワラである。また年間の必要資材74+石 の うち,%を 国

有林か らの直接払下げに依存するが,そ の大部分が特売材

である。また木工工場の場合は,全 素材の う

皇壕。礁 蕊悩離禦燈1鍵
材への依存度の とくに高いことが知られる。

以上,木 曾材の生産と処分の概況を述べた

が,最 後に木曾谷住民の経済状況をごく簡単

響 構 濃聾鷹諜 鰹 碧1募

瓢lll灘藷購課 こ聯
均の耕地面積は5.9反 となる(同 年の臨時農

業基本調査による数字)。この経営規模は山村

漏聯鷺繕謙 鶏詫凝
く,し たが って専業農家率はわずか17%に す

ぎない。か くして農家の大部分および全世帯

数の半ばを占める非農業世帯が,多 少 とも農

業以外に就労機会を求めなけれぽならない。
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第1表 木 曽 ヒノキ ・サ ワ ラ処 分状 況

(千 石)木 曽ヒ ノ キ サ ワ ラ

地 総 数13…112・ ・8一

麺 公 売 等67・II・ ・9

分 魔 意 契 約63
.7、2。.9

輸 総 数i・ ・7・・25・ ・

送 名 古 屋152.1・3・ ・
一 一一 一一  _一___,ゴ ー

転 東 京45.86.9

換 ～大 阪8
.11.3

(注)昭 和33年,地 元 処 分 と輸 送転 換 の 総 数

とは 長野 営 林 局 利 用課 調,輪 送 転 換 の

内 訳 は熱 田 ・東 京営 林 署 お よび大 阪 営

林 局調 に よ る受 入量,し たが って 輸送

転 換総 量 とは 多 少 の不 一 致 が み られ る

第2表 野尻営林署管内製材 ・木工工場 の年 間素材入手量

(千石)幽 腸 木工工場 計
1

総 数74371111

入
醐 公 売 ・137

手 国1森付翫 冠 、 _,
1

叢 欄 一 ・・123154

,,、 林 簡 小 計3726163

数 材1騨 繍 通321133

量 計6927196

民 有 林 材51015

樹 木 曽 ヒ ノ キ331336

襲 ・ ・ ラ26・3139
量 そ ・ 他i・52・36

(注)昭 和33年 度野尻営林署製材木工工 易操業調 による(一一

部 は実態調査に基 づ く推 計数字)

この種の就労機会は,戦 前に くらべると現在はかな り増加してお り,国 有林を主 とする林業賃労働

発電 ・ダム関係の建設労働,そ の他の土建労働の3つ がほぼ同程度の比重を占めている。 しかし戦前

には,山 林労働以外には就労機会はきわめて乏しかった。当時の住民たちは貨幣所得をえるために,

農業面では養蚕 ・馬飼育などに力を注いたが,一 方豊富な森林資源を背景に零細な手工業形態での木

工品の製造販売に従事する者 も多 く,そ れらが町村ないし部落の特産品として地元にかなりの所得を

もたらしたのである。福島町および櫓川村平沢の漆器,木 祖村藪原の木櫛,吾 妻村蘭 ・広瀬の檜笠お

よびロクロ細工などはその代表的事例であろ う。そしてこれら伝統的な地方産業が必要とする資材の

大部分は,国 有林の前身たる御料林から,年 闇約5千 石にのぼるの立木の慣行特売を通 じて供給 され

てきたのである(戦 後はk述 の木工業資材特売量に包含される)。
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皿 木 曾御 料林 にお け る林 産物 販売 制度 の推 移

藩政時代の木曾谷では,山 林はすべて藩の支配に属し,個 人支配地は認められなか った。この点は

木曾の林制における大 きな特色 といわれる。しかし実際には,藩 有林の中にもつぎのような管理区分

がみられた。

御留山一 優良樹種が多く生立する山林で,不 時の用にそなえて平素の伐採を禁止する。

御巣山一 鷹が巣をつ くる山林で,狩 猟用の鷹をえるため とくに保護す る。

明 山一 留山 ・巣山以外の山林で,藩 の用材を伐 り出すが,御 停止木(ヒ ノキ ・サワラ ・ヒバ ・ネ

ズコ ・コウヤマキ ・ケヤキ,す なおちいわゆる五木)や 遠慮木(藩 用に供 しうるごとき良

材)を のぞき,自 家用材獲得のために住民の入会採取が許 されていた。また御停止木 とい

えども,枯 木 ・倒木等は稼用として伐出することが認められた(こ れを白木稼とい う)。

そして面積からみると禁伐林たる留山 ・巣山は6%程 度にすぎず,大 部分が明山であった。

ところで明治初年の土地官民有区分にさいして,旧 名古屋藩所領の山林は,大 部分官林に編入せ ら

れた。 もちろん留山 ・巣山の官林編入に異議をさしはさむ余地はないが,明 山は本来ならぽ入会地 と

して民有に属せ しめるべ きであろ う。 しか し当時の政府は,た とえ土地が民有の性質をもつ としても

そこに生ずる立木は官有だから,そ の代金を収納 しなければ民有 とはなしえないと主張 し,一 方地元

側でも,官 林になっても旧来の入会権は存続すると信じてあえて異議をとなえなかったので,五 木の
i)

生立 している蓄積豊富な森林地帯は,ほ とんどが官林に編入された。

こ うして成立した木曾の官有林は,そ の後明治22年 に御料林に編入され,以 来戦後の皇室財産解体

の時期にいたるまで,宮 内省の管轄に属 し,御 料局(後 の帝室林野局)木 曾支庁がその直接の管理に

当ることとなった。

ところで木曾では,名 古屋藩当時から木材の伐出 ・輸送の組織が整備 してお り,伐 出された木材は

川狩によって木曾川を流下 し,桑 名から回漕 して白鳥の藩材木置場に収納 し,処 分せられた。その過

程で,た とえば木曾式運材法といった独特の技術や労務組織が形成されていたのである。このような

藩政時代からの伝統を継承して,明 治政府 も全国の官林にさきがけて,明 治9年 から木曾阿寺官林で

官行伐木を開始 した。御料林編入以後 も,阿 寺のほか明治30年 前後か ら小川 ・蘭 ・湯舟沢などでつぎ

つぎに直営伐採に着手 しはじめるのである。

さて御料林編入当初は,面 積や境界などもいまだまった く未確定で,秩 序ある植伐事業を行な うだ

けの体制が ととのっていなかった。 しかしやがて,明 治中期以降における一般的な木材市揚の拡大を

背景に,膨 脹する皇室財政の経済的基盤を確保する必要から,明 治32年 の御料林施業案編成準則の制

定を契機 として,は じめて統一的な御料林経営方針が うちだされるのである。この経営方針は一言に

要約すると,収 益の増進,よ り具体的には造林事業の積極的施行による林種改良を主眼とした。 もち

ろん木曾御料林 内には,ヒ ノキ ・サワラをは じめ優良木の蓄積が少な くない。 しかし藩政時代の多年

の掠奪的伐採の結果,劣 等樹種 もかなり増加 していたよ うである。 したがって皆伐作業を励行 し,跡

地にはっとめてヒノキを植栽する方向がとられた(の)。

こうして施業案の編成以来,販 売収益の増大と将来の林種改良の実現を期して,木 曾御料林の伐採

量は急増する。すなわち明治30年 前後には年間約10万 尺締であったのが,40年 代には一躍三〇万尺締前

後に到達する。一方木曾材に対する市場は,す でに徳川時代から岐阜 ・名古屋を中心にある程度開拓

1)「 西筑摩郡誌」(1915)1,.219～221

2)和 田国次郎 「明治大正御料事業誌」(1935)P.195～200
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されていたものの,そ の需要は意外に狭小で,そ の他の地方にはほ とんど販路が拓かれ ていない状態

であ った。10万 尺締とい う出材量は,お もに白鳥貯木場における販売能力,逆 にいえぽ需要の規模が

決定要因になってきたよ うである。したがって施(り)業案に基づ く増伐を可能ならしめるためには,ま ず

木曾材販売市場のいっそ うの拡大を図ることが先決問題であった。

あたか も明治44年,中 津川 ・塩尻間の鉄道開通によって新宿 ・名古屋間に中央本線が全通 し,木 曾

材の輸送体系は従来の流送から陸送中心へ と大きく転換する。出荷先 としては従来名古屋 ・岐阜に限

られていたのが,鉄 道を通 じて東京や阪神方面へ も出荷の可能性が生 じてきた。 このような経済基盤

の変化に立脚して,大 正から昭和初期にかけて,木 曾御料林では経営体制強化=直 営生産拡充のため

の設備投資がはげしい勢で進行するのである。なおかかる直営生産の拡充は,採 取林業から経営利潤

を獲得 して財政収入を増す ことが主 目的ではあるが,少 なくともその初期にあっては,消 費市場の流

通業者にも手の届 き易い素材取引段階で安定的な供給量を創出することが,逆 に販売市場の拡大には

ねかえって,木 曾材市揚の開発に大きく寄与したことを見落してはならない。

設備投資の中心は,い うまでもなく森林鉄道である。周知のごとく木曾では,大 正2～5年 の小川

森林鉄道敷設工事を皮切 りに,大 正6年 には王滝林鉄,7年 には野尻林鉄の建設に着手する。そ して

昭和6～7年 ごろまでの闇に,王 滝 ・野尻をはじめ小木曾 ・阿寺 ・蘭 ・与川 ・田立の各森林鉄道がつ

ぎつぎに竣工 した。その総延長は約150㎞,受 益面積は7万 町に達する。 また昭和に入ってからは,

これら森林鉄道に接続ないしは中央本線に直結する軌道の敷設が進み,か くして御料林全二域にわたる

林道網の完成をみるのである。そのほか大正末期か ら集材機 も導入されている(の)。

森林鉄道の建設が緒についた大正初期は,ち ょうど第一次大戦に基づ く木材需要膨脹期にあた り,

御料林 の財政収入を大きく増加させたよ うである。そ して伐採量 もますます増大し,大 正7～8年 に

は林力の限度といわれる年聞80万 石の線にまで到達 した。 ところで当時の直営生産材を樹種別に内訳

をみると,が いして木曾 ヒノキ4割 ・サワラ3割 ・その他の樹種3割 となってお り,こ の割合は年に

よってあまり大 きな変化はない。 このことは各樹種の伐採量が,需 要側の要因よりもむ しろ供給側の

事情に左右 されること,す なおち施業案によって各樹種の伐採比率がおおむね固定せ られていること

に基づ くと思われる。 したが って逆にい うと,御 料林としては,ヒ ノキのよ うに従来か ら比較的販路

の確立 している樹種に比べて,サ ワラやモ ミ・ツガのよ うに需要範囲の狭小だ った樹種に対 しては,

販路開拓のためにより多 くの努力を傾けねぽならなかったのである。

こうして,国 有林の官営製材開始 とほぼ時を同じくして,御 料林でもサ ワラ・モ ミ・ツガの販路拡張

を目ざして,明 治42年 に野尻 ・湯舟沢に2つ の官営工場が設置 される。 とくに野尻製材所はサワラ4

分板の製作に主力を注いだ。サ ワラ4分 板は秋田スギ天井板の代替財 として利用される。すなわち中

央線の開通によって各方面への出荷が容易になった とい う事情に対応して,積 極的にサワラ材の市場

開拓が試みられたわけである。 こうして官営製材は,初 期においては各種木材の市場開発にいちお う

の役割を果たしたようであるが,な お製材事業自体 として採算がとれるまでには至らなかった。それ

ゆえ第一次大戦当時の好況によって木曾材全般に対する需要が急テンポで増大し,売 手市場の状態に

なると,早 くもその存在意義は うすれ,湯 舟沢は大正5年,野 尻は同11年 に操業を停止するのである。

以上,御 料林の市場開発政策をもっぱら直営生産の強化とい うコースについて説明したが,こ れに

反して販売促進のために立木の大 口払下げを試みた事例は,木 曾谷ではほとんどみられない。わずか

に明治41年,中 津川所在の中央製紙KKの 姉妹会社 として大桑村に設立された木曾興業KK(大 正8

年中央製紙に合併同社木曾工場 となる)が,上 松出張所管内の伊奈川御料林で向 う5ケ 年間に立木3

1)和 田 「明治大正御料事業誌」Y.212.

2)帝 室林野局編 「帝室林野局五十年史」(1939)P.795～800
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万尺締(モ ミ・ツガが主体)の 年期特売を うけた とい う事例があるにすぎない。大正に入 り施業案編

成が一巡してからは,立 木の大口特売はまった く行なわれなくなった。長野営林局所蔵の資料による

と,大 正8年 に木曾興業が製紙原木5万 石の特売を出願 したが,結 局承認 されなかったよ うで あ る

(同じころ伊那谷ではモ ミ・ツガの立木を年期特売に付 した2～3の 事例がみられる)。

さて,つ ぎにかかる経営体制の整備に併行 して,御 料林が地元経済 との調整を どのように進めてき

たかみておきたい。旧来の慣行が存する揚合に随意契約によって御料林産物を地元住民に払下げる,

とい う制度は,早 くから御料林会計法規の上に現われているが,明 治年間にはその具体的な処理方法

に関する規定はまだ不備で,地 域 ごとの事情によって処理 される場合が多かったようである。 ところ

で上述のごとく木曾では,旧 藩有地の明山に至るまで大部分の山林が官林に編入されたのであるが,

やがて官林に対する入会が厳 しく制限せられるにおよんで,旧 来の共同利用権を防衛 とせんする地元

住民側の抵抗はにおかに激化 した。御料林編入以後 も,こ れら住民による盗伐ないし境界侵害は跡を

たたぬ状態だ った。御料林当局 としても,施 業体制を確立するためにはまず,か かる情勢になんらか

の対応策を講ずる必要があ った。そ して折衝のすえ明治34年 に御料林側 と地元町村長会 との協定が成

立 し,町 村 ごとに御料林守護取締規約を作製 し,こ れによって地元住民が山林の保護,境 界の保全に

当ることとなったQそ れは御料林に対する誓約の意aを もつ ものである。ついで38年 には,宮 内大臣

の令達によって,向 う24年間にわた り,皇 室内努金の うち年1万 円を割いて殖産資金として木曾谷各

町村へ交付することになった(大 正9年 以降年額4万 円となり,昭 和4年 には交付年限がさらに10年

間延長 された)。

さてこれら御料林の地元対策の中でも,そ の中心となるのは旧来の慣行に基づ く林産物の特売制度

であ る。上述の御料林守護取締規約の中にも,住 民による林産物払下げの出願は以後町村長を通 じて

一括提出させる,と い う一項があり,こ の当時から御料林 と地元 との間に払下げ量の一定の枠ができ

あが ったのであろ う。他方林産物特売に関する会計法規 も,明 治45年 に皇室会計令が制定され,そ の

第81条 に基づいて同年宮内省令 「土地 ノ産物 ・貯材及生産品ノ売払ニシテ随意契約ニヨルコトヲ得ル

揚合 ノ件」 が公布されるにおよび,よ うや く法体系の基礎を固めることになる。 同省令には,「 従

来ノ慣行二依 リ地元人民 二売払フトキ」には特売によって立木を処分 しうることが初めて明示 された

(そのほか 「重要ナル製品製造 ノ為 二要スル原料 ・燃料並包装 ノ為 二要スル材料,及 輸出二充ツルヘ

キ産物 ヲ其 ノ当業者二売払フ トキ」にも立木特売が認められ,北 海道御料林や上述の伊那谷における

立木処分の事例などは この条項を根拠とするものである)。 なお素材 ・製材については,任 意に特売

処分を行なうことができる。第3表 は,大 正 ・昭和期におけるかかる慣行特売量の推移を示したもの

である。表からみられるよ うに,立 木処分の比重は しだいに減じ,素 材処分が増加の傾向をたどって

いる。しかし地元側 としては,材 積見積 りに うまみが多 くかつ伐出労賃部分を も稼得しうる立木処分

の方を強 く望んだよ うであ り,昭 和初年に,檜 笠 ・漆器等の資材を素材処分に転換しようと御料林側
1」

か ら協議 したこともあるが,不 調に終 ったとい うことである。

つ ぎに特売に さい しての処分価格について。法規の上ではもちろん処分価格の値引きは許 されてい

ない。 もっとも木曾では,藩 政時代の白木稼の伝統をひいて,ヒ ノキ ・サワラの枯損木や倒木が住民

に払下げられる慣習になっているので,実 質的にはかなり廉価だったようである。しかし大正に入 り

素材慣行特売のウエイ トが高まるに伴なって,慣 行特売の素材価格を公売および一般特売のそれと区

別する必要が生 じてきた し,ま た他方ではいぜん跡をたたぬ御料林の盗伐事件への緩和策の意味を も

含めて,大 正9年 初めて立木 ・素材の慣行特売にさいして算定価格の2害 似 内を割引きしうると定め

られた。その後昭和8年 に立木価格の割引を停止 し,か つ素材割引の最高限度が1割 に引下げられ,

1)元 帝室林野局技師樋口徳一氏談
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戦時中さらに自家用材に限 り5分 引とい うことになった。しかしかかる慣行特売の割引制度自体は,

結局御料林廃止の時期まで継続 したのである。

っぎにいわゆる 「慣行」の範囲が問題になる。慣行特売の対象には,自 家用材 と営業資木 とが含ま

れる。いま慣行の範囲をはじめて明交に定めた大正9年 の通牒によってその内容を示すと,つ ぎの通

りである。

一 自用薪炭材(一 般)

二 家作及附属品用材(一 般)

三 自用器具用材(一 般)

四 営業資材(漆 器,笠,櫛,薄 板,曲 輪,桶 類,挽 物,木 炭 ノ原料)但 新 二器械戸障子等ノ木工

業 ヲ起業シタル場合 ト難モ旧来 ノ沿革二鑑 ミ其原材料 ヲ従来ノ慣行 二依ルモノト見徹 シ売払フ

五 神符用材(御 嶽神社)

六 神祠寺堂等ノ修築用材(一 般)

七 渡津用舟筏用材(公 共 ノ用二非サルモノ)

'自 家用材の うちとくに消費量の多いのは屋根板用のサワラ材である
。明治 ・大正期には住民の家屋

はほとんど板屋根で(現 在も市街地以外は板屋根が多い),1回 のふきかえに20～30石 を要し,お お

むね15年 目ごとにふきかえを行なったといわれる。また営業資木は,上 記のよ うな家族単位の伝統的

手工業製品にのみ適用されるのが原則である。これらは主 として漆器組合 ・檜笠組合など各地区の木

エ従事者の組合を相手方 として処分 し,組 合が個hの 木工業者に実績に応じて資材を配給する,と い

う形態を とった。

このように明治末期まで,木 曾谷の地元に

は,伝 統的木工業をのぞいてみるべき木材産

業は存在 しなかった。しかしこの頃から,交

通の発達によってこれら木工品の販売市場 も

しだいに拡大し,そ れとともに木工業者の業

態も,専 門の職人を雇傭するマユユファクチ

エア形態の ものが現われてくる。 これ らの業

者は一般に小白木屋 とよぼれた。彼等は立木

や素材(素 材の場合はおもに短材や疵物)の

払下げを受け,ふ つ うサワラは手割 りで桶 ・

たらいの木取(い わゆる榑木)に 製し,ヒ ノ

キは盤に挽いて,一 部を東京の問屋に出荷 し

た。しかし大部分は長野県内の各地や北陸 ・

岐阜方面へふ りむけられたよ うである。その

第3表 木 曽谷 における慣行特売量の推移

(千石)酒 家用1些。覇1。 共計 訓 素 材

大正 ・一 ・Il}・ ・7

8^-101!1.8
-

11137.313.51.4?2.23.1

・4一 昭 和 ・ ・.z・1・ ・1…118・ ・i・ ・7

昭 和 ・一 ・i…1…}… 「14.95・ ・

6～8【3。lIlo・31。4114。8i9・6
-

・一 ・・}111・5・ ・

(注)長 野営林局編 「木 曽谷林産界の沿革 と今後の諸問題」

より引用,大 正5～10年,昭 和9～11年 の立木慣 行特

売 の数量 は不詳。

規模は,最 大のもので手割 りの職人8～9人 を専属させる程度であった。そしてこれら業(みノ)者は,少 な

くとも初期には,必 要資材の大部分を御料林の慣行特売を通 じて入手 したのであ り,こ の制度が大き

な役割りを果たしたことが知られる。しかし木工業の規漠が拡大し,資 材に対する需要が増加するに

つれて,林 産物販売収益の最大を図るという御料林経営の基本方針 との矛盾が強まり,慣 行特売の拡

大がチェックされねばならなくなる。か くして御料林は,方 針 として 「慣行」の解釈にかな り厳 しい

態度をとり,あ くまで も手労働による家内工業 とい う線を崩すまいとつとめるのである。た とえぽ大

正期を通 じて,帝 室林野局から発せられた産物処分に関する通牒には,慣 行特11の 拡張解釈をい

1)上 松町武居平蔵氏談および同氏手記による
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ましめる丈言が しぼ しば現われているが,そ れはかかる木工業の業態の変化に対応するものとみられ

る。

ついで大正後期になると,小 規模ながら機械を使用する工場制の製材 ・木工業者が出現 して くる。

これに伴なって原木の需要 も飛躍的に増大する。そして彼等の原木に対する関心も,も はや慣行特売

制度の適用を受けて多少 とも廉価に仕入れ ることよ りも,む しろ自らの設備能力に応じた数量の供給

を長期にわたって確保することに向けられるようになる。 こうして御料林産物処分の焦点も,慣 行特

売からしだいに特売一般へ と転換 してゆ くのである。

さて木曾谷地元製材の嗜矢 となったのは,秋 田木材KKの 元重役たる竹村栄三郎で,氏 は大正9年

秋 田スギ製材の方式を導入して上松に竪鋸使用の製材所を建設し,お もにサ ワラ板を挽いて東京や名

古屋のサワラ専門問屋へ向けて出荷した。っついて大正12年 には,地 元の資産家たちが相寄 って木曾

木材KKを 設立 し,閉 鎖 された官営野尻製材所の設備の貸付けを受けて,や は りサワラを主体 として

製材事業を開始 した。 これらの製材業者はいずれも素材ない し立木の大量の年期特売を受けることを

期待して事業に着手した もののよ うで,と くに木曾木材の場合は,製 材所の借入条件と資材特売をめ

ぐって木曾支庁 との間にしばしぼ折衝を重ねている。御(の)料林側で も,こ れら地元業者に資材の供給を

図るための一方法 として,昭 和3年 から初めて木曾谷地元での素材の公売を開始した。しかし業者た

ちが要望 したような大口の特売処分はついに実現せず,や がて不況の到来とともに,こ れら先駆的な

大規模製材工揚は事業を停止 してしま う。昭和10年 当時木曾地区全体で工場教は20に達 しているが(の),

つ ぎに述べるような木工併設工揚以外は,す べて地元の建材需要をまかな う小規模のものY'.すぎない

状態であった。

この間にあ って,御 料林との結合によって地元木材産業としての地位を確立 しえたものに,九 分二

五(風 呂桶木取)製 造の木工業があげられる。前述のごとく大正初期には小白木屋の製造した桶木取

がある程度東京へ出荷 され,こ れに対 して東京市揚にも,サ ワラ製品を専門に取扱 う数軒の問屋が成

立 していた。そして第一次大戦を契機に東京での需要が拡大するにつれて,地 元加工業者と問屋を通

ずる大量生産 ・大量出荷を有利ならしめるよ うな条件がしだいに整 って くる(風 呂桶にサワラを使用

するのはおもに関東の風習なので,名 古屋 ・阪神方面では販路拡張の余地は乏しかった)。 こうして

上松の武居平蔵氏らによって,大 正14年は じめて機械挽の風呂桶木取(九 分二五)が 製作され,こ れ

が東京市場で好評をえたので,以 来あいついで上松を中心に九分二五を主体 とする製材木工工場が設

立 された。 しかもその必要資材は,九 分二五加工が木工業であるとの認定によって,御 料林材の特売

を うけることに成功したのである。昭和5～6年 頃にはこの種の工揚は7工 場に達 し,御 料林の資材

払下量は年間 約1.5万 石におよんだといわれる。

このように九分二五の成功が契機になって,昭 和初期には木曾谷各地に機械使用による種々の木工

業が出現するようになる。たとえばサワラ製品 として九分二五以外の各種桶木取や建具,ヒ ノキ製品

として紡績木管 ・建具類(と くに扉のカマチ),ネ ズコ製品として下駄などである。 また昭和8～9

年頃から,御 料林が広葉樹の市揚開発をめざして地元工揚にその使用を推奨したので,広 葉樹を材料

にして家具な どを製造する業者 も多 くなった。

以上のよ うに,戦 前においても御料林材の特売は地元木材産業を維持展開せしめる上に,少 なから

ぬ役割をはた したと考えられる。とはいえその払下数量は,戦 後に比較するといまだ著 しく少量であ

る。たとえば昭和11,12年 平均の木曾谷地元での素材特売量は6.8万 石であるが,こ れを昭(の)和30～32

1)長 野営林局所蔵資料にょる

2)山 林局 「全国製材木工工場調」(1935)に よる

3)帝 室林野局統計書による
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年度平均の29.8万 石と比較すると,わ ずか%弱 にすぎないことが知 られる。

戦時統制下においては,当 然ながら御料林材販売制度は一大変革をこうむった。すなわち昭和14年

の 「価格等停止令」の施行に伴ない,御 料林産物臨時措置要領が公布 され,こ れにより公売制度は全

廃せられて,林 産物の処分にさいしてはすべて特売によることとせられた。また昭和15年 には,従 来

多少とも御料林材を取扱 ってきた木曾谷在住の木材 ・製材業者が相寄 って木曾谷御料林材協会を設立

し,御 料林からの木材の特売を一手Y`受 けることになった。そ してやがて木材統制法に基づいて,臼

木社(正 確にはその前身たる日本木材統制会社)が 設立せられると,御 料林材の一手買受機能は同社

に引継がれるのである。

IVむ す び 一 戦後 の諸問題

以上われわれは,戦 前における木曾御料林の林産物販売制度の推移 と,そ れに対応する地元産業の

展開のすがたをあとづけてきた。戦後の問題については,こ こでは くわ しく立入るだけの余裕をもた

ない。ただ要点のみかいつまんで整理 してお く。

まず周知のごとく,戦 後の林政統一によって御料林が廃止 され,木 曾の山林 も国有林の所管に移 さ

れる。そして国有林の林産物処分法規は,御 料林当時とちがって特売にさい しての値引きをまった く

認めないので,御 料林時代を通じて継続した自家用材 ・営業資木の慣行特売制度は終止符を うつこと

Y'なった。 しか し一方では,あ る程度その補償の意味をも含めて,地 元製材 ・木工業者に対する原木

特売処分の枠が大幅に拡大せ られたのである。

かかる地元特売量の増大は,い うまでもな く,戦 後における製材木工工場の急速な増加を背景 とす

るものである。木曾谷の場合,そ の遠因はむしろ戦時統制の時期に存するようである。すなわち戦前

には,木 工業を主体とする特殊な産業構造のゆえに,木 曾谷には一般の製材設備ははなはだ貧弱であ

った。 したがって木材統制による企業統合のさいにも,製 材に関しては企業整備の必要がな く,逆 に

生産体制強化のために2工 場が新設 されたほどである。戦後にはさらに,全 国的な製材 ブームを反映

して木曾谷でも数多の工場が叢立 した。その後数回にわたる不況の到来や上松町の大火のごとき災害

のため,工 場の経営者はめまぐるしく交替 しているが,現 在なお前述のごとく多数の製材木工業者が

この地方で営業をつづけているのである。そして国有林は,こ れら工場の資材の主要部分を特売によ

つて供給せねぽならぬ立場にある。戦前には直営生産材の大部分が三都へ輸送転換せられたのに対 し,

現在その大半(と くにサ ワラの場合は大部分)が 主 として特売のかたちで地元へ払下げられているこ

とは,前 述のとお りである。ところでこのよ うな国有林材特売の現状は,地 元工場を維持 し加工過程

からの所得を創出する点では,た しかにいちお うの役割を果たしているといえる。 しかしその対象は,

多角的木工経営をいとなむ若干の工揚をのぞいて,木 材加工の生産性はいぜん低 く,低 労賃へのしわ

よせによってかろ うじて存立 しているよ うな工揚がきわめて多い。そこには,少 なか らぬ地元工揚が

むしろ国有林への寄生的存在に堕 しそうな危険すら感 じられる。最終的には どうして も,製 材木工工

場の配置や国有林の原木供給機能を包括した地域産業開発に関する長期的な計画を樹立する必要があ

ろ う。

最後に戦後の国有林にとって,か つて明治末から大正期に問題になったのと同様の市場開発政策が,

昭和32年 の国有林長期計画施行以来ふたたび新 しいよそおいを もって登場 してきたことを指摘せねぽ

ならない。ところで従来木曾 ヒノキはおもに高級造作用材 として,ま たサワラは桶 ・樽な どの容器材

料として一般に賞用されて きたのであるが,近 年住宅建築に対する嗜姫の変化や代替品の進出に伴な

つて,か かる特殊性はしだいに喪われつっある。 このような情勢下において,旧 来の用途 とそれに基

づ く価格体系を固執した販売政策を強行 しようとするならば,木 曾材の市場開発は大きな障壁にゆき
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あたらざるをえないであろう。このレt一 トでは木曾材の需要構造にまでふれることができなかっだ

が,今 後増大が予想される国有林の出材量がスムーズに消化されるためには,一 般大衆の消費に基礎

をおく木材需要の将来の方向を展望し,そ れに適応 した販路の拡大を図るために,多 大の政策的努力

が必要と思われる。

                                  Summary 

    National forest should be managed according to two economic principles. The one is to makeu 

the maximum net revenue, and because most of our national forest timber is naturally grown, it 

is very important to enlarge the marketing area of this timber. The other is to contribute to the 

local economy. I have studied the relation of these principles historically in this treatise, giving 

an instance from the marketing policy of the late imperial forests at Kiso (Nagano Prefecture).


